
厚生労働省・大阪労働局・各労働基準監督署 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれ

があることが明らかになったため、特定化学物質（管理第２類物質）に加えられる等の関係政省令の改正

が行われ、令和３年４月１日から施行されています。（作業主任者の選任等、一部の改正については、経

過措置により令和４年４月１日から、呼吸用保護具のフィットテストは令和５年４月１日から施行されます。） 

 今回の改正により、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断の実施等が必要となるほか、

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内事業場においては、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定し、

その測定結果に応じて必要な措置の実施及び有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられま

す。 

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」 

が特定化学物質（第２類物質）に追加されました 
（令和２年４月 22 日公布・告示 ／ 令和３年４月１日施行） 

 令和 2年９月 大阪労働局労働基準部健康課 

 

●  塩基性酸化マンガンと溶接ヒュームの特化則各条文の適用表 

改正内容に関する音声付き解説動画はこちら（大阪労働局 YouTube チャンネル内）   

タイトル「溶接ヒューム等に対する特定化学物質障害予防規則等の改正について」 

https://www.youtube.com/watch?v=7ikwJmHduDI 

改正内容に関する通達・資料はこちら（大阪労働局ホームページ内） 

｢溶接ヒューム｣及び｢塩基性酸化マンガン｣が特定化学物質(第２類物質)に追加されました 
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